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～約８割の車が止まらない！横断歩道で止まろう！～

横断歩道マナーアップ宣言企業を募集します 

一般社団法人 日本自動車連盟（ＪＡＦ）長崎支部（支部長 藤岡 良規）は、４月１日（木）か

ら、長崎県、長崎県警察、長崎県交通安全協会の後援を受けて「横断歩道マナーアップ宣言企業」

を募集します。

昨年ＪＡＦが実施した「信号機のない横断歩道での歩行者横断時における車の一時停止状況全国

調査」では、信号機が設置されていない横断歩道を通過する車両９，４３４台のうち、歩行者が渡

ろうとしている場面で一旦停止した車は２，０１４台（２１．３％）という結果になりました。

また、長崎県内での停止率は３５．０％と全国平均より高いものの、６５．０％が停止していな

い現状から、ドライバーの歩行者優先意識向上が急務となっています。

このような状況を踏まえ、ＪＡＦ長崎支部では、多くの方に横断歩道マナーアップを実践してい

ただくために、長崎県内の企業や団体などへ横断歩道マナーアップ宣言の募集と宣言証の交付およ

びステッカーの配付をおこなうなど、２０２１年度も本運動を県内に広く展開していきます。

「横断歩道マナーアップ運動」宣言企業募集 概要 

■目  的     ① 信号機のない横断歩道でドライバーの歩行者優先意識を高め、歩行者が安全に道路を横断で 

きる環境を作ることで、交通事故死傷者の減少につなげる。 

② 安全に横断歩道を横断できる環境を作ることで、歩行者の横断歩道外横断を抑止し、交通事故 

死傷者数の減少につなげる。 

■実施期間      ２０２１年４月１日（木）～２０２２年３月３１日（木） ※改善が見られない場合は期間を延長 

■実施内容       長崎県内の企業、団体（事業所毎）およびその所属従業員へ横断歩道マナーアップ宣言の募集 

と宣言証の交付およびステッカーの配付（宣言企業はＪＡＦホームページにて公表します） 

■問合せ先     JAF 長崎支部 推進課（申込先）     TEL：０９５－８１１－２３３３（平日９：００～１７：３０） 

一般社団法人 日本自動車連盟 長崎支部 推進課 担当：松本・古館 

〒850-0043 長崎県長崎市八千代町２－１３  

TEL：095-811-2333（平日 月～金曜日 9:00～17:30）  https://jaf.or.jp/media→ 

宣言証 イメージ ステッカー イメージ ２０２１年２月 授与風景 


